
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の届出について

米穀の取扱事業者は、「登録制」から「届出制」へ変わりました

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」

（平成１５年法律第１０３号）が平成１５年７月４日に公布され、平成１６年４月１

日に施行されました。 この法改正により、計画流通制度（業者登録制度）が廃止さ

れました。

なお、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者

の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適

切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事

務所等（お米を販売する場所）を届出ていただくこととなりました。

米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣（農政

事務所）に開始届を提出（年間事業規模２０精米トン未満の者は除く）。

届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、延滞なく、農林水産大

臣（農政事務所）に変更届又は廃止届を提出。

「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは、営利の目的をもってすると否とを問

わず自己の名義により継続反復して①生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償

で他人に譲渡すること（出荷）又は、②自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡するこ

と（販売）を目的として事業活動を行う者をいいます。

従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に

販売(産直販売）する場合も含まれます。

「届出業者」とは旧食糧法に基づく登録卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業

者及び自主流通法人であり、平成１６年４月１日から届出事業者とみなされますので、

改めて届出手続きの必要はありません。

届出制移行に伴って、帳簿の備付け以外の厳守事項や流通規制を廃止したほか①申

請手数料の無料化、②三年に一回の更新手続きの廃止、③届出に係る添付書類の廃止、

等の事業者負担の軽減も行っています。

帳簿の記載内容については、平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要

最小限の記載事項として①米穀の種類別の買受数量、②米穀の種類別の販売数量、

③米穀の種類別の在庫数量等を記帳、④翌月末までに月締めをして頂くこととなり

ます。また、データーの３年間の保存義務があります。



【届出に関する問い合わせ】

九州農政局 福岡地域センター 農政推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 戸別補償チーム

〒８１２－００１８ 福岡市博多区住吉３－１７－２１

ＴＥＬ ０９２－２８１－８２６１

ＦＡＸ ０９２－２９１－７２８２

九州農政局 北九州地域センター 農政推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 戸別補償チーム

〒８０３－０８１７ 北九州市小倉北区大手町１３－２６

ＴＥＬ ０９３－５６１－１５９６

ＦＡＸ ０９３－５８１－１２１４


